
不在者投票の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※不在者投票については、選挙期間内に最終的に滞在する市区町村の選挙管理委員会 

から嘉手納町選挙管理委員会に発送される必要があるため、一定の時間を要します。 

 選挙の種類によって選挙期間が異なりますので、早めに手続きを行ってください。 

 

＜お問い合わせ＞ 

 不在者投票に関するお問い合わせについては、嘉手納町選挙管理委員会、又は滞在す

る市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。 

 嘉手納町選挙管理委員会 TEL：098-956-1111（内線 167） 

名簿登録地以外の 

市区町村に滞在している方 

嘉手納町 

選挙管理委員会 

滞在する市区町村 

の選挙管理委員会 

①不在者投票の投票

用紙等の請求書兼宣

誓書を提出 

（直接または郵送） 

②投票用紙等を郵送

（投票用紙等請求者が

滞在する住所へ郵送） 

③滞在する市区町村

の選挙管理委員会へ

投票用紙等（②）を持

参し投票する。 

④記載した投票用紙等を滞

在する市区町村の選挙管理

委員会が嘉手納町選挙管理

委員会へ郵送する。 


